
 
 

静 岡 県 委 託 業 務 監 督 要 領 

 

（目 的） 

第１条 この要領は、静岡県が発注する建設工事に係る委託業務の監督を執行するために必要な事

項を定め、もって監督の円滑な遂行に資することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）建設工事 建設業法（昭和 24年法律第 100号）第２条第１項に規定する建設工事をいう。 

（２）委託業務 委託契約した調査、測量及び設計等の業務をいう。 

（３）発注機関の長 課長及び出先機関の長をいう。 

（４）課長 静岡県行政組織規則（平成 19年静岡県規則第 29号。以下「組織規則」という）第

60条に規定する本庁の課長をいう。 

（５）出先機関の長 組織規則第 69条に規定する出先機関の長をいう。 

（６）監督員 発注機関の長が委託業務の監督を命じた職員をいう。 

 

（監督の体制） 

第３条 監督員は、総括監督員、主任監督員及び担当監督員に区分しその職務は、次の各号に掲げ

るとおりとする。なお、委託業務の内容により総括監督員は主任監督員を、又は主任監督員は担

当監督員を兼ねることができる。 

（１）総括監督員 主任監督員及び担当監督員を指揮し、監督業務を統括する。 

（２）主任監督員 担当監督員を指揮し、監督業務を適正に執行する。 

（３）担当監督員 総括監督員及び主任監督員の指揮の下に監督業務を適正に執行する。 

 

（監督の業務） 

第４条 監督員は、関係法令及び契約図書に基づき、契約の適正な履行を確保するため、次の各号

に掲げる業務を行うものとする。 

（１）契約の履行に関する受注者への指示、承諾、協議及び回答 

（２）受注者からの報告、その他提出物の受領 

（３）必要に応じた委託業務実施過程における検査又は立会い等 

 

（監督に関する書類の整備） 

第５条 監督員は、次に掲げる書類（受注者から提出された書類を含む。）を作成し、整理又は審

査して監督の経緯を明らかにするものとする。 

（１）契約の履行に関する指示、承諾又は協議書等 

（２）委託業務の実施状況の記録 

（３）成果品内訳及び成果品 

（４）その他監督に関する書類 

 

（監督に関する留意事項） 



 
 

第６条 監督員は、次に掲げる各号に留意して監督を行わなければならない。 

（１）監督員は、契約図書に基づき、法令を遵守し、公平かつ公正に監督を行うこと。 

（２）監督員は、業務の進捗の状況を把握し、受注者に対し委託業務の意図を正しく伝え、委託

業務が完全に履行されるようにすること。 

（３）監督員は、関係機関及び地元関係者等との協調を図り、委託業務が円滑に行なわれるよう

に努めること。 

（４）監督員は、監督業務の執行に当たっての指示、承諾又は協議は原則として書面（様式第１

号）によること。 

 

（監督の命令） 

第７条 発注機関の長は、第３条の規定に基づく監督体制により担当する職員に監督の命令を行う

ものとする。 

２ 前項の監督員を変更する場合は、その都度、担当する職員に監督の命令を行うものとする。 

 

（監督員の通知） 

第８条 発注機関の長は、業務の委託契約を締結したときは、速やかに監督員通知書（様式第２

号）により、受注者に監督員の通知を行うものとする。 

２ 前項の監督員を変更した場合は、速やかに監督員変更通知書（様式第３号）により、受注者に

変更した監督員の通知を行うものとする。 

 

（成績評定） 

第９条 監督員は、委託業務が完了したときは、別に定める成績評定要領に基づき成績評定をする

ものとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要領は、平成 28年４月１日から施行する。 

（静岡県業務委託監督要領の廃止） 

２ 静岡県業務委託監督要領は、廃止する。 

 （施行期日） 

３ この要領は、令和３年４月１日から施行する。 

 （施行期日） 

４ この要領は、令和４年１月１日から施行する。 

（施行期日) 

５ この要領は、令和４年４月１日から施行する。 

 


